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２ アクションプラン関連の主な事業

(1) 人口問題対策プログラム ２，９７０百万円

若者世代を中心に人口流出に歯止めをかけることで社会減少の抑制を図るととも

に、結婚・出産・子育て環境を充実させ、子どもを生み育てやすい環境を整えること

で、希望に応じた出生数の実現と将来的な人口の維持・増加を目指します。

また、県外からの移住・定住による積極的な人口流入につながる取組や交流人口の

拡大による地域の活力維持を目指します。

① 子育ての希望を叶える環境の整備 １，６３５百万円

○不妊治療費助成事業 ６７百万円

○改健やか妊娠サポート事業 １７

○新市町村子育て世代包括支援センター設置支援事業 ２

○子育て支援乳幼児医療費助成事業 ９４４

○放課後児童クラブ事業 ４０５

○新西諸地域児童養護施設整備事業 １１８

○改県民総ぐるみ教育推進事業 ５６

○改未来を担う少年育成のためのスクールサポーター事業 ２２

○新企業局施設活用促進・ＰＲ事業 ５

② 若者にとって魅力ある就学・就業環境の整備 １，２１７百万円

○改未来みやざき子育て県民運動推進強化事業 ７百万円

○改中小企業融資制度貸付金 創業・新分野進出支援貸付 ９００

○就活アシスト！わかもの人財育成事業 ５７

○改宮崎で働こう！県内就職支援事業 ３４

○建設産業経営力強化支援事業 ２１８

③ 移住・定住人口、交流人口の拡大による地域活力の １１８百万円

維持・増進

○宮崎県市町村間連携支援基金事業 ５３百万円

○新日本ジオパーク全国大会支援事業 ２

○明日の地域づくり支援事業 ６１

○新「田舎で起業」働く拠点づくり推進事業 ３

※ 下線は６月補正予算において措置された事業です。また、太線囲みは知事特別枠の事業です。

なお、各事業の予算額及び各項目の合計額は、十万円単位で四捨五入（ただし、百万円未満

のものは切上げ）しているため、各事業の予算額の合計額と各項目の合計額とは一致しない場

合があります。（以下同じ。）

2(1)人口問題対策プログラム
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① 子育ての希望を叶える環境の整備

○不妊治療費助成事業（健康増進課） ６７百万円
うち６月補正 １百万円

子どもを安心して産み、健やかに育てる環境づくりを推進するため、特定不妊治療（体外受精

・顕微授精）を受けた夫婦に対し、経済的支援を行う。

(1) 対象者

① 夫婦のいずれか又は両方が県内に在住で、指定医療機関において特定不妊治療以外の治療

法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと診断された夫婦

② 夫婦の前年の所得の合計額が７３０万円未満

(2) 助成額

治療１回当たり１５万円まで（治療内容により７万５千円まで）

○改健やか妊娠サポート事業（健康増進課） １７百万円
うち６月補正 ３百万円

妊娠に関する様々な課題に対応するために、不妊治療に対する助成や、妊娠相談等の窓口機能

の充実、思春期健康教育の推進など、総合的なサポートを実施することにより、健やかな妊娠の

推進を図る。

(1) 一般不妊治療費助成事業

一般不妊治療費に対し２／３以上の助成を実施する市町村へ補助を行う。（補助率１／２）

(2) 妊娠総合相談支援事業

不妊や不育症などに悩む人に対する相談支援の強化を行う。

(3) 思春期健康教育強化事業

中学生や高校生等に対し、性に関する正しい知識を伝える。

＜不妊治療の主な流れ＞

○一般不妊治療 ○特定不妊治療

不妊
タイミング指導 体外受精

薬物療法・ 人工授精など 顕微授精

※不妊治療費助成事業により
助成

2(1)人口問題対策プログラム
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○新市町村子育て世代包括支援センター設置支援事業（健康増進課） ２百万円
妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するた

め、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支

援体制を構築する。

(1) 子育て世代包括支援センターの設置

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して、総合的相談支援を提供するワン

ストップ窓口を整備する。

(2) 支援プランの策定

必要に応じて関係機関と協力して支援プランを策定し、包括的・継続的に支援する。

(3) 実施主体 市町村（国１／３ 県１／３ 市町村１／３）

相談 子育て世代包括支援センター

妊産婦等 ・ワンストップ窓口 連携・委託 関係機関

・支援プランの策定

助言・指導

必要な支援の紹介

妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援

○子育て支援乳幼児医療費助成事業（こども政策課） ９４４百万円
子育て家庭の負担を軽減し、安心して子どもを生み、育てられる環境づくりを推進するため、

小学校入学前の乳幼児に対して医療費の一部を助成する。

(1) 助成対象、自己負担額等

助成対象年齢 自己負担額 所得制限

入院 ０歳－小学校入学前まで
３５０円 なし

入院外
０歳－３歳未満

３歳－小学校入学前まで ８００円 あり（旧児童手当準拠）

※ 自己負担額は１診療報酬明細書当たりの額

(2) 給付方法 現物給付

(3) 実施主体 市町村（県補助 １／２）

2(1)人口問題対策プログラム
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2(1)人口問題対策プログラム

○放課後児童クラブ事業（こども政策課） ４０５百万円
うち６月補正 １７百万円

授業終了後等に小学校の余裕教室等を利用して市町村が実施する放課後児童クラブの運営を支

援することにより、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童が安心して生活できる居場所を

確保するとともに、児童の健全育成及び保護者の仕事と家庭の両立支援を図る。

・実施主体 市町村（補助率 １／３）

(1) 放課後児童健全育成事業

授業終了後等に適切な遊び及び生活の場を提供するため、放課後児童クラブの運営に要する

費用を補助する。

(2) 放課後児童クラブ整備事業

放課後児童クラブの設置促進等を図るため、小学校の余裕教室等の改修などの施設整備に要

する費用を補助する。

(3) 放課後児童クラブ支援事業

事業の円滑な実施を図るため、障がい児の受入れに必要な専門的知識等を有する指導員の配

置や小学校の敷地外の放課後児童クラブへの送迎支援、小学校敷地外の民家・アパート等を活

用した場合の借上げに要する費用を補助する。

(4) 放課後児童支援員等処遇改善事業

放課後児童支援員等の処遇改善に取り組むとともに、１８時３０分を超えて事業を行う者に

対して、職員の賃金改善に必要な費用を補助する。

(5) 障害児受入強化推進事業

５人以上の障害児を受け入れる場合に、障害児の受入れに必要となる専門的知識等を有する

放課後児童支援員等を複数配置するために必要な費用を補助する。

(6) 小規模放課後児童クラブ支援事業

児童の数が１９人以下の小規模な放課後児童クラブに複数の放課後児童支援員等を配置する

ために必要な費用を補助する。

○新西諸地域児童養護施設整備事業（こども家庭課） １１８百万円
児童養護施設については、現在、県内に９箇所設置されているが、西諸地域には施設がなく、

西諸地域の児童は地域外の施設に入所しなければならない現状があることから、西諸地域に児童

養護施設を整備し、地域における社会的養護の拠点とするとともに、地域支援体制の充実・強化

を図る。

・実施主体 社会福祉法人〔補助率 ３／４（国１／２、県１／４）〕
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2(1)人口問題対策プログラム

○改県民総ぐるみ教育推進事業（生涯学習課） ５６百万円
県民一人一人の経験や、自らのニーズに基づいた学習を通して身に付けた知識・技能等を、

「学校支援」や「地域社会づくり」に生かすとともに、「学校支援ボランティア」への県民の

参加促進を図り、学校・家庭・地域や企業・市民団体等が一体となって取り組む「県民総ぐる

みによる教育の推進」のより一層の充実を図る。

(1) 地域の教育力を活性化する取組

地域住民等の参画による「学校支援地域本部事業」、「放課後子供教室推進事業」及び「地

域ぐるみの学校安全体制整備」を実施し、県民総ぐるみによる教育の充実を図る。

・実施主体 市町村（補助率 国１／３、県１／３）

(2) 「県民の学びを生かす」活動を推進する取組

教育支援活動の充実に向けた方策を検討するとともに、地域における教育ネットワークの

構築に向けた協議や地域人材の育成を図る。

① 地域教育ネットワーク会議

② コーディネーター等指導者研修会

③ 優れた教育支援に対する顕彰

④ アシスト企業登録促進

（補助率 県単・国１／３、県２／３）

学習支援
学校行事支援

部活動支援

あいさつ見守り活動

環境整備

読み聞かせ

家庭

学校

登校

放課後

下校

子どもの１日の生活

週末

アシスト企業 学校支援ボランティア

職場体験・職業講話

ＮＰＯ法人・市民団体等

あいさつ見守り活動

生涯にわたる県民一人一人の「学び」

「学び」によって身につけた「知識」「技能」「経験」

地域貢献 支援

生きがい信頼
やりがい

地域における教育
ネットワークの充実

学んだことを生かす場の
全県的な体制の整備
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2(1)人口問題対策プログラム

○改未来を担う少年育成のためのスクールサポーター事業（少年課） ２２百万円
少年を取り巻く社会情勢は、全国的には少年非行の低年齢化、凶悪化の傾向にある。

また、いじめに起因する児童の自殺が全国で相次いで発生するなど社会問題となっており、

本県においても公立校のいじめ認知件数が平成25年度に過去最多となっている。

そこで、いじめ問題への対応、児童生徒やその保護者等への指導・助言及び各種非行防止活

動を支援するスクールサポーターの体制強化を図り、次代を担う少年の健全育成を図る。

※配置所属（ は新規所属）

警察本部、宮崎北警察署、宮崎南警察署、都城警察署、日向警察署、延岡警察署

日南警察署、小林警察署、高鍋警察署

○新企業局施設活用促進・ＰＲ事業（企業局） ５百万円
企業局の施設を活用したイベント等を行うことにより、局施設の利用を促進するとともに、

県民へ広く企業局の事業をアピールする。

(1) 事業期間 平成２７年度

(2) 事業内容

① 県電ホール・ギャラリー一般活用支援事業

県電ホール・ギャラリーにおいて、文化・芸術活動等を実施しやすい環境整備を行うと

ともに、無料開放していることを県内各方面へＰＲする。

② 元気チャージ！若者世代ゴルフ交流推進事業

出会いの場が少ない若者世代に、“ゴルフを通じた気軽で上質な交流の場”を提供する

ことにより、本県を支える将来世代に“元気とエネルギーをチャージ”するとともに、ゴ

ルフ人口増加を図り、企業局の事業への関心を持ってもらう。
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② 若者にとって魅力ある就学・就業環境の整備

○改未来みやざき子育て県民運動推進強化事業（こども政策課） ７百万円
子育てを社会全体で応援することを目的とした「未来みやざき子育て県民運動」を更に推進

するため、県民に対し、子育てへの理解の促進、意識啓発を図るとともに、各地域・分野にお

ける子育て等に対する取組・支援への誘引に取り組むことにより、「地域」「家庭」「職場」に

おける多面的な子育て支援の仕組みづくりを図る。

(1) 「子育てを考える県民シンポジウム」開催事業

シンポジウムを開催することにより、県民が「子育て」を考える機会を設け、結婚、妊娠

・出産を含めた子育て全般に対する理解の促進、意識啓発を図る。

(2) 県民運動等啓発事業

県民運動の趣旨や取組等を県庁ＨＰで紹介する。

(3) 子育て応援カード利用促進事業

子育て家庭への支援及び青少年の健全育成を目的として、子育て家庭への特典等のサービ

スを提供する「子育て応援カード協賛店」の募集及び啓発を図る。

○改中小企業融資制度貸付金 創業・新分野進出支援貸付
（商工政策課 経営金融支援室）

９００百万円
うち６月補正 ５９０百万円
融資枠：２，７００百万円

うち６月補正 １，７７１百万円
本県経済の将来の発展や地域活性化のためには、女性や高齢者に加え、若者の活躍の促進が

求められており、その一環として、意欲ある若者が、その個性や能力を活かした開業をしやす

い環境を整備する必要がある。

このため、「創業・新分野進出支援貸付」の融資対象者のうち、３０歳未満の起業者につい

て保証料率を優遇することにより、これからの地域を担う若者が開業しやすい環境の整備を図

る。

2(1)人口問題対策プログラム
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○就活アシスト！わかもの人財育成事業（労働政策課 地域雇用対策室）
５７百万円

在職中も含めた若年者等に対する就職支援を強化し、職業観を持った人材の育成や適正なマ

ッチングへと繋げることにより、県内中小企業を支える人材づくりを推進する。

(1) ヤングＪＯＢサポートみやざき運営強化事業

キャリアアップ相談員を配置し、非正規雇用の若年者に対してキャリアアップ支援を実施

する。

(2) ヤングＪＯＢサポートみやざき施設管理事業

ヤングＪＯＢサポートみやざきとハローワークを併設し、一体的に若年者の就職支援を実

施する。

(3) 地域若者サポートステーション事業

国が設置する地域若者サポートステーションにおいて、臨床心理士による心理カウンセリ

ング等を行う。

(4) マッチング・定着支援事業

若年者に対する就職関連情報の提供やキャリア・カウンセリング、職場定着のためのセミ

ナー及びセミナー参加事業所等へのフォローアップを実施する。

○改宮崎で働こう！県内就職支援事業（労働政策課 地域雇用対策室） ３４百万円
若年求職者等に対し雇用情報やマッチングの場を提供すること等により、県内企業における

産業人材の確保を支援し、県内産業の活性化を図る。

(1) 「ふるさと宮崎人材バンク」運営事業

ＵＩＪターン希望者等の県内への就職促進を図るため、「ふるさと宮崎人材バンク」シス

テムの活用による無料職業紹介を行う。

(2) 県内企業インターンシップ等推進事業

大学生等に県内中小企業の魅力をより理解してもらうために、県内企業等でのインターン

シップ支援や企業見学会（バスツアー）等を開催する。

(3) 就職説明会開催事業

求職者と県内企業との出会いの場として、県外３箇所での「ふるさと就職説明会」等を開

催する。

(4) 情報発信強化事業

ＨＰによる企業情報の発信等により、県内外の求職者に対する情報提供を強化する。

(5) 企業開拓員等設置事業

就職説明会や家内労働の業務を行う雇用推進員に加え、ＵＩＪターン者を受け入れる企業

の開拓やニーズの把握を行う企業開拓員を新たに配置する。

2(1)人口問題対策プログラム
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2(1)人口問題対策プログラム

○建設産業経営力強化支援事業（管理課） ２１８百万円
うち６月補正 ３０百万円

地域の経済と雇用を支える重要な産業である建設産業の健全な発展を図るため、建設業者が

取り組む新分野進出などの経営基盤の強化や、県建設業協会が実施する人材育成・確保の取組

を支援する。

(1) 経営相談窓口の設置

県内各地に経営相談窓口を設置し、建設業者が抱える経営上の課題に対応するとともに、

新分野に進出した建設業者等に対する指導・助言などのフォローアップを行い、事業の定着

化を支援する。

(2) 新分野進出支援

建設業に軸足を置きながら新分野進出に取り組む企業の初期経費の一部を補助する。さら

に、建設業者が共同で行う販売促進の事業を補助の対象とする。

・実施主体 建設業者（補助率 １／２）

(3) 建設人材育成・確保支援

高校生を対象とした出前講座の開催や建設業のイメージアップ等の取組について支援する。

・実施主体 宮崎県建設業協会（補助率 １／２）

(4) 県建設事業協同組合等への融資

県建設事業協同組合が実施する融資や共同購入事業、県測量設計事業協同組合が実施する

融資の資金原資について貸付を行う。
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③ 移住・定住人口、交流人口の拡大による地域活力の維持・増進

○宮崎県市町村間連携支援基金事業（中山間・地域政策課） ５３百万円
県内各地域の「市町村間連携推進計画」に沿って市町村が連携して取り組む広域的な活力の

創造に資する事業の立上げを支援するため、県が連携市町村に交付金を交付することにより、

人口減少や地域経済の減退に一定の歯止めを掛け、持続可能な地域づくりの促進を図る。

(1) 事業スキーム

市町村間連携推進計画に掲げる事業のうち、宮崎県市町村間連携促進方針に掲げる「広域

的な活力の創造」に資する事業として知事が認めるものに対し、ハード・ソフト両面で支援

する。

(2) 交付率

対象経費の１／２以内

ただし、中山間地域を含む市町村との連携については２／３以内

○新日本ジオパーク全国大会支援事業（中山間・地域政策課） ２百万円
世界ジオパーク認定へのステップアップ及び本県の魅力を発信するため、霧島ジオパークに

おいて平成２７年１０月に開催される日本ジオパーク全国大会への支援を行う。

日本ジオパーク全国大会の開催

【事業のイメージ】

イベント開催

霧島市

環霧島
地域

○ 地域経済の活性化

○ 地域住民、次世代の誇りの醸成

○ 人口増加に寄与

連携

○約1,000人が集合
（ジオパーク関係者、専門家など）

○講演・フォーラムの開催

○地域住民の参加

○ジオツアーの県内各地での開催

メイン会場

ステップ
アップ

今後の
発展

世界ジオパーク認定

○ 行政区域を越えた連携

○ 環境、教育、防災等に係る様々
な施策の実施

県際連携に向けた取組

　

ヒト ×
地域資源
（モノ）

×
地域資源の
活用・事業化

×
広域活力を
高める仕掛け

・住民
・企業
・ＮＰＯ　など

・自然環境・景観
・農水産資源
・歴史・文化　など

・収益性の向上
・情報発信力の強化
・観光資源化　など

・住民活動の活性化
・域外との交流促進
・住民参加　など

「広域的な活力の創造」に資する事業

2(1)人口問題対策プログラム
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〇明日の地域づくり支援事業（中山間・地域政策課） ６１百万円
地域の自立と活性化を図るため、住民に身近な行政である市町村と地元住民が一体となった

地域活性化策の検討及び事業実施に対して支援を行う。

(1) 地域政策形成支援

① 地域再生アドバイザー短期派遣

地域が抱える課題の分析や今後進むべき方向性について、具体的・実務的なアドバイス

を行う「地域再生アドバイザー」の短期派遣（３日間程度）を行う。

② 地域政策形成研究

市町村職員が地域住民等と共に企画・実施する研修等への支援や、地域づくりに関する

研修会の開催により、地域づくりを主体的に実施できる人づくりを推進する。

(2) 地域づくり活動支援

市町村が地元住民と一体となって計画的に実施する地域づくり活動の事業に対して補助を

行う。

① 明日の地域づくり枠

地域の将来像を設定し、その実現のために策定する市町村の総合的な地域計画について、

「明日の地域づくり計画」として採択（中山間地域対策推進本部で認定）を行い、国や県

等の各種施策を活用することで、中山間地域活性化のモデル的取組の創出を支援する。

② 一般枠及び条件不利市町村枠

市町村が計画する地域の特色を活かした活性化事業に対して、関係課等をメンバーとす

る検討部会で事業内容やその効果等を検討した上で採択し、支援を行う。

③ 地域企画枠

市町村が農林振興局及び西臼杵支庁の地域企画調整担当と連携して行う地域づくり計画

の策定等を支援する。

(3) 実施主体・交付率

① 実施主体・・・市町村

② 交付率

明日の地域づくり枠・・・補助対象経費の３／４以内

条件不利市町村枠・・・補助対象経費の２／３以内

一般枠及び地域企画枠・・・補助対象経費の１／２以内

2(1)人口問題対策プログラム
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2(1)人口問題対策プログラム

○新「田舎で起業」働く拠点づくり推進事業（企業立地課） ３百万円
中山間地域の未利用施設（廃校・空き工場等）を創業やＩＴ企業等の拠点とするための施設

整備を行うとともに、宮崎の素晴らしい環境等を視察、体験してもらうトライアルステイ（事

業就業・くらし等体験）を行う市町村を支援することにより、創業や企業の立地を図る。

・実施主体 市町村（補助率 １／２以内、限度額２，５００千円）

Ｉ
Ｔ
な
ど
の
拠
点
へ
改
装

対象者：企業の経営者、
創業予定者等

定 員：１０名程度

内 容
・拠点の視察、
トライアルステイ
・県内ＩＴ企業等及び
進出企業等との意見
交換
・ くらしや文化体験 等

市町村や関係機関と連携

広報・ＰＲ

企業
創業予定者

トライアルステイ
（就業・くらし等体験）

創業・企業立地

人
口
減
少
へ
の
対
応

中山間地域に埋もれている
未利用施設
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(2) 人財育成プログラム ３，５６５百万円

本格的な人口減少社会を迎える中、宮崎や日本、世界の未来を切り拓き、産業やく

らしに貢献する人財の育成を目指します。

また、性別や年齢、障がいの有無等にかかわらず、県民が社会の一員として自覚と

意欲を持ち、多様な個性と能力を発揮して社会に参加・貢献できるような環境づくり

を目指します。

① 子どもたちの“生きる力”の向上等による将来世代の １，０００百万円

育成促進

○新「子どもたちの夢・挑戦」応援事業 ５百万円

○新青少年自然の家体験活動等充実強化事業 ５１

○森林環境教育活動実践推進事業 １１

○教育研修センター施設改修事業 ８７４

○新学力向上のための指導員等派遣事業 ７

○改小中高英語力向上支援事業 ７

○新グローバル人材育成のための授業イノベーション推進事業 ４

○改宮崎の魅力発信！芸術教育総合支援事業 ２

○改夢をつなぐ復興支援事業 ５

○新スポーツを通じた心のバリアフリー推進事業 ６

○改やる気、元気！自ら学び続ける教職員のキャリア形成推進事業 ６

○改未来を担う少年育成のためのスクールサポーター事業 <再掲> ２２

② 官民協働による自立した社会人・職業人の育成と中核 ２，４３８百万円

となる産業人財・地域人財の育成促進

○改消防団員養成・加入促進事業 ５百万円

○改福祉・介護人材確保推進事業 ７

○新魅力ある大学づくり・人づくり事業 ６

○自治医科大学運営費負担金等 １３４

○宮崎大学「地域医療学講座」運営支援事業 ４１

○医師修学資金貸与事業 １０９

○新在宅医療・介護連携ケアマネジメント推進事業 ２

○緑の青年就業準備支援事業 ２１

○改低コスト林業人材育成事業 ６

○改次世代の林業を担うリーダー養成事業 ７

○新森林の担い手一貫作業システム定着事業 １

○未来を拓く！みやざき経営者養成塾 ６

○新ものづくりを担う次世代「匠」育成支援モデル事業 ４

○改ものづくり技能育成事業 ７

2(2)人財育成プログラム
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○就活アシスト！わかもの人財育成事業 <再掲> ５７

○地域人づくり事業 ６９６

○新宮崎成長産業人材育成事業 １９７

○みやざき次世代農業総合研修拠点整備事業 ５０

○改がんばる新規就農者サポート事業 ８２９

○新全国農業担い手サミット推進対策事業 １５

○みやざき未来の漁業担い手確保育成対策事業 ４

○建設産業経営力強化支援事業 <再掲> ２１８

○改自立への架け橋 宮崎県キャリア教育実践事業 １４

③ 誰もが生涯学び続けられる環境づくりと全員参加型 １２７百万円

社会の実現

○男女共同参画推進地域リーダー養成事業 １百万円

○改一人ひとりが尊重されるみやざきづくり人権啓発推進事業 ２６

○改県民総ぐるみ教育推進事業 <再掲> ５６

○新県民の読書を支える図書館づくり事業 ４４

2(2)人財育成プログラム
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「子どもたちの夢・挑戦」

応援事業

福祉事務所と関係機関等で

地域の実情に応じた対策を検

討し、実施する。

地域を基盤とした

子どもの貧困対策会議の開催

ホームページや新聞広告等を

活用し、県民の理解と協力を得る。

啓発事業の実施

進学や就職に必要な支援制度

を分かり易く解説したガイドブック

を作成し、中高生や保護者に広く

周知を図る。

桜さく成長応援ガイドの作成

大綱を勘案し子どもの貧困対策

を総合的に進めるため、県計画

を策定する。

宮崎県子どもの貧困対策計画

の策定

① 子どもたちの“生きる力”の向上等による将来世代の育成促進

○新「子どもたちの夢・挑戦」応援事業（国保・援護課） ５百万円
「子どもの貧困対策に関する大綱（平成２６年８月閣議決定）」において今後５年間に取り

組むべき重点施策等が示されたため、これを踏まえ本県の子どもの貧困対策を推進し、支援

の充実を図る。

(1) 啓発事業の実施

県がホームページや新聞広告等を活用した啓発事業を行い、子どもの貧困対策の推進につ

いて、県民の幅広い理解と協力を得る。また、市町村に対し広報誌等を活用した啓発を依頼

する。

(2) 地域を基盤とした子どもの貧困対策会議の開催

県及び各市福祉事務所が子どもの貧困対策会議を開催し、地域の実情に応じた対策を検討

し、可能な取組から実施する。

(3) 宮崎県子どもの貧困対策計画の策定

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」第９条の規定に基づく県計画を策定するために、

関係機関や有識者等を構成員とする協議会を開催し、県計画の検討を行う。

(4) 「桜さく成長応援ガイド」の作成

県が中学生や高校生が就職や進学する際に必要な費用や各種支援制度を分かりやすく説明

した制度概要集を作成し、関係機関と連携して支援対象者へ広く制度の周知を図る。

2(2)人財育成プログラム
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○新青少年自然の家体験活動等充実強化事業（こども家庭課） ５１百万円
改修を行った青少年自然の家において、より充実した野外活動や防災研修等を提供すること

により、子どもたちの健全な育成と施設の利用促進を図る。

(1) 野外活動（わくわく自然の家まつり）を充実させるため、体験活動の中核施設である水上

アスレチックをリニューアルする。

(2) 防災研修（防災フェスタinみいけ）を充実させ、より実践に近いプログラムとするために、

災害に対応できる施設・設備に改修する。

○森林環境教育活動実践推進事業（環境森林課 みやざきの森林づくり推進室）
１１百万円

地域や学校等で取り組む森林環境教育やみどりの少年団の実践活動を支援するとともに、森

林環境教育のモデル団体等の支援や指導者等の人材の育成を行い、森林を県民みんなで守って

いく条件整備や気運の醸成を図る。

(1) 森林環境教育実践事業

森林環境教育のための相談窓口の設置や指導者の派遣、教材の提供等

(2) 森林環境教育先導モデル事業

森林環境教育のモデルとなる団体等の支援及び模範事例の紹介

(3) 森林環境教育人材育成事業

森林環境教育の指導力の向上を目指した研修等の実施

(4) みどりの少年団活動促進事業

みどりの少年団が行う緑化活動等の自主活動への支援及び研修会の開催

2(2)人財育成プログラム
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2(2)人財育成プログラム

○教育研修センター施設改修事業（教育庁総務課） ８７４百万円
教職員の指導力を高める研修等の実施や教育相談など、教職員の資質向上と教育の振興のた

めに設置された教育研修センターの改修等を行う。

教育研修センターを拠点として、学校教育を支える教職員の資質向上を図るとともに、同セ

ンターに社会教育や生涯学習を支援する機能を整備し、地域社会を支える人財づくりを推進す

る。

・事業期間 平成２６年度～２８年度（平成２７年度は新館建設工事等）

○新学力向上のための指導員等派遣事業（学校政策課） ７百万円
複雑化・高度化する学校が抱える教育的課題の解決を支援するため、実情に応じて多様な経

験・専門的な知見を有する人材を学校が活用できる体制を整備し、学校教育の質の向上を図る。

【多様な経験・専門性をもった地域人材の活用例】

○児童生徒学習サポーター 習熟度に応じた学習への対応

○学校生活適応支援員 不登校児童生徒への学習指導

○教師力向上支援 若手の教員に対する指導・助言

○教師業務アシスタント 教材開発・作成などの業務サポート など

・実施主体 市町村（補助率 １／３）
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2(2)人財育成プログラム

○改小中高英語力向上支援事業（学校政策課） ７百万円
グローバル社会が一層進展する中で、国際社会の中で活躍できる人財に求められる英語力を

育成するために、小学校における外国語活動及び中学校・高等学校における英語科を担当する

教員の指導力の向上を図るとともに、グローバル化に対応できる人財育成のために高校生への

留学支援を行う。

(1) 教員の指導力向上

① 小・中・高における英語教育推進リーダー養成研修

・国が実施する研修への派遣

・国の研修を受けた教員を講師とした伝達研修の実施

② 小学校教員向け指導力向上研修【県独自の研修】

・「外国語活動指導者研修」の実施

(2) 高校生への留学支援

留学（１年間の個人留学・２週間以上の海外派遣プログラム）を希望する高校生へ、渡航

費用の一部を助成する。
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2(2)人財育成プログラム

○新グローバル人材育成のための授業イノベーション推進事業（学校政策課）
４百万円

グローバル化の進展を含め、社会・経済が激しく変化する中で、自ら学び、考え、行動し、

課題を解決できる人材を育成するために、学びの質や深まりを重視する授業を実践できるよ

うな教職員を養成する。

○改宮崎の魅力発信！芸術教育総合支援事業（学校政策課） ２百万円
うち６月補正 １百万円

本県の小中高の教員に、神楽や民謡など宮崎の豊かな芸術文化を再認識させる機会を設け、

郷土の文化の良さや魅力を実感させながら、指導力の向上を図るとともに、郷土教材の研究や

実践活動を行い、さらには高校生による文化イベントを活性化し、芸術教育の充実を目指す。

みやざきの文化力向上講習会

・指導者のための民謡研修会

・書写指導者研修会 など

伝統文化教材の研究･開発 高校文化連盟活動の充実
・神楽や民謡の映像教材 ・高校生による

・郷土の歌をお手本に作品作り など 文化イベント開催 など

深める

見つめる つなげる

宮
崎
の
芸
術
文
化
の

魅
力
や
良
さ
を
生
か
し
た

芸
術
教
育
の
実
践
！

授業イノベーション（革新）の推進

課題発見・解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習（アクティブ・ラーニング）を充実

させる指導方法の推進の中心となる高等学校教諭等を育成する。

事業内容
〇 調査研究･普及

・先進校への視察

・研究推進校の選定

〇 授業イノベーション(革新)に

つながる教育の啓発･推進

・英語による課題研究発表会の開催

〇 指導者養成

・先進校での研修

・課題解決･双方向型授業の

ワークショップへの派遣

新しい時代に必要となる資質・能力を育成するための指導法の確立

（課題解決･双方向型授業等の指導法）

○自ら課題を発見し、その解決に向けて探究し、成果等を表現する能力の育成

○コミュニケーション能力の育成

○多様な観点から考察する能力や論理的思考力の育成

授業イノベーション（革新）で生徒に身につけさせたい能力
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2(2)人財育成プログラム

○改夢をつなぐ復興支援事業（学校政策課） ５百万円
本県高校生が被災地である宮城県を訪問し、被害の深刻さや津波の危険性を肌で感じ、防災

意識を高めるとともに、被災者との交流を通じて社会貢献への意識を高める。また、その記録

を作成し広報することにより、県下の高校生に対して防災意識の啓発を図る。

(1) 本県の農業系高校生等による被災地支援の取組

① 農業系高校で栽培した生産物の配付等を通じた被災者との交流

② 現地の農業高校生との交流活動等

(2) 交流・支援活動の記録作成及び広報

全県下の高校生に、活動の様子やその意義を伝えるための、取材班による新聞等の作成

生徒が栽培したシクラメン 仮設住宅入居者が心待ちに 被災地の様子を心に刻む

されているシクラメンの配付 本県の生徒達

（大きな石は石碑）

○新スポーツを通じた心のバリアフリー推進事業（特別支援教育室） ６百万円
障がいのある生徒と障がいのない生徒が、一緒に障がい者スポーツを通じた交流及び共同学

習を実施するとともに、高校生がその様子を紹介することなどにより障がいへの理解を広げな

がら、個性や多様性を尊重する共生社会を目指した人づくりの推進を図る。

■ パラリンピック出場経験者等との交流
（例）ゴールボール、陸上競技など

■ 障がい者スポーツの体験
（例）ボッチャ、フライングディスクなど

※ 県内を４つのブロックに分けて実施

特別支援学校高等部と高等学校の生徒の
スポーツを通じた「交流及び共同学習」の実施

障がい者スポーツの理解啓発

【各学校】
交流及び共同学習の取組を紹介
（例）学校新聞、文化祭などの発表

【県教育委員会】
理解啓発ポスターの作成・配付
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2(2)人財育成プログラム

○改やる気、元気！自ら学び続ける教職員のキャリア形成推進事業（教職員課）６百万円
うち６月補正 １百万円

教職員自らが将来の目標やゴールを見据えて、キャリアデザインを描きながら主体的に資質

向上を図るための新たな支援の取組を推進することにより、教職員の意識や行動を転換し、「や

りがい」や｢充実感」をもって学び続ける教職員の育成を目指す。

(1) 教職員がキャリアデザインを描き、主体的に資質向上を図るための取組

① 教職員のキャリアプランの開発

大学、専門機関等と連携して教職員のキャリアプランの開発を行い、それを基に教職員

自らがキャリアデザインを描くための資料として「キャリアデザイン手引書」を作成・活

用することで、教職員のキャリア意識を変える。

② 教職員の意識を変えるための研修プログラムの改善

県教育研修センターにおいて、キャリアデザインを描く素地となる「修養」を意識した

研修内容の充実を図る。

③ ｢私を変えた先生との出会い｣県民募集の実施

教職員という仕事のすばらしさを再認識させ、キャリアアップの意欲を高める。

(2) ライフステージに応じた自ら学び続ける教職員のためのシステムの構築

① 教員を目指す者への支援

教員を目指す者への支援充実を図るための研修｢教師道場」の講座内容を一層工夫して

実施し、教職に対する意識や資質の向上を図る。

② マネジメントリーダー養成の推進

若手や中堅教職員の中からメンバーを募り、本県教育の課題解決に向けた研究やマネジ

メント力を高める研修の機会を提供することにより、次世代のマネジメントリーダー（管

理職等）を養成する。

③ スーパーティーチャー及び指導教諭の役割の強化

スーパーティーチャー及び指導教諭による授業公開や研修等の充実を通して、校内・地

域における教員の指導力向上を図る。

④ 校内の学びを支援するＯＪＴ（校内研修を含む）の充実

ＯＪＴ推進校・校内研修活性化モデル校の実践内容の普及を通じて職場内での学びを推

進する。

(3) 自ら学び続ける教職員を育てるための働きやすい環境づくり

① 働きやすい環境づくりの推進

関係機関等と連携した「学校における働きやすい環境づくり」のための会議等を開催し、

具体的な方策や取組内容等について検討する。

② 学校全体の「ワン・アクション運動」、教職員一人一人の「ワン・トライ運動」の充実

働きやすい環境づくりのための各学校や教職員の取組事例を集約し、普及させる取組を

推進していく。

③ 職場環境改善のための講演会等の実施

学識経験者等の講演会等を開催することにより、学校の業務効率化等や教職員の危機管

理（コンプライアンス）の意識の高揚を図る。
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2(2)人財育成プログラム

○改未来を担う少年育成のためのスクールサポーター事業（少年課）〈再掲〉
２２百万円

少年を取り巻く社会情勢は、全国的には少年非行の低年齢化、凶悪化の傾向にある。

また、いじめに起因する児童の自殺が全国で相次いで発生するなど社会問題となっており、

本県においても公立校のいじめ認知件数が平成25年度に過去最多となっている。

そこで、いじめ問題への対応、児童生徒やその保護者等への指導・助言及び各種非行防止活

動を支援するスクールサポーターの体制強化を図り、次代を担う少年の健全育成を図る。

※配置所属（ は新規所属）

警察本部、宮崎北警察署、宮崎南警察署、都城警察署、日向警察署、延岡警察署

日南警察署、小林警察署、高鍋警察署
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② 官民協働による自立した社会人・職業人の育成と中核となる産業人財・地域
人財の育成促進

○改消防団員養成・加入促進事業（消防保安課） ５百万円
消防団は、火災発生時の消火活動をはじめ、災害発生時の避難誘導等への対応のほか、地域住

民に対する防火啓発など幅広い活動に従事しており、地域防災力の要として、重要な役割を果た

しているが、消防団員は、近年、減少傾向にある。

このため、消防団活動を盛り上げる存在である若手団員及び女性消防団員の養成を行うととも

に、次世代に対する取組として少年消防クラブの活動支援や学校を訪問して消防団活動の紹介を

行う。

また、広報紙やテレビＣＭを活用した消防団員の加入促進及び事業所等の協力を得ながら地域

ぐるみで消防団活動のＰＲを行う。

(1) 消防団若手リーダー養成

優秀な若手団員を対象として、研修や先進的取組を行っている消防団との意見交換等

(2) 次世代消防団員養成

① 消防団が学校等に出向き、消防団活動の紹介

② 少年消防クラブの活動支援を行い、消防団の重要性等についての広報・啓発

(3) 元気な女性消防団員育成

女性消防団員活性化大会を通じた女性団員の士気高揚と加入促進

(4) 消防団の町ぐるみＰＲ活動

消防団広報紙、テレビＣＭにより、消防団活動や団員募集などのＰＲ

○改福祉・介護人材確保推進事業（福祉保健課） ７百万円
高齢化社会に必要な福祉・介護サービスの充実を図るため、「福祉・介護の仕事」の理解を促

進するとともに、介護職員の離職防止に努めることにより、福祉・介護人材の確保を推進する。

(1) 福祉の職場魅力発見事業

① 進路指導担当の教職員向け講習会

高等学校の進路指導担当教職員を対象とした「福祉・介護の仕事」に関する講習会を開催

② 「福祉のお仕事」出張講座

中・高校生を対象とした「福祉・介護の仕事」の紹介や資格の説明等を行う出張講座を実施

③ 魅力発見「福祉の職場見学会」

求職者、高校生、大学生を対象とした、福祉・介護事業所の見学会（バスツアー）を開催

④ 関係機関（労働局・ハローワーク等）との連携・連絡を強化

(2) ストップ！介護人材離職防止促進事業

① 職場定着推進フォーラム事業

介護施設・事業所の経営者等を対象とした講演会、優良事業所の表彰及び事例発表、腰痛

防止対策の啓発等の実施

② 離職防止環境整備セミナー

介護施設・事業所の経営者、管理者等を対象とした施設運営についてのセミナーの実施

2(2)人財育成プログラム
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○新魅力ある大学づくり・人づくり事業（医療薬務課） ６百万円
地域社会に貢献できる魅力ある大学を構築していくため、県立看護大学を核として、地域志向

の看護力を備えた看護師や、地域に不足している助産師・認定看護師・訪問看護師などの人材を

養成する。

(1) キャリアアップ教育体制整備事業

① 助産師養成事業

県内産科医療機関に就労する助産師を養成するため、看護師免許取得者が助産師の資格を

取得できる助産師課程（別科）の平成２９年度開設に向けて準備を行う。

② 認定看護師養成事業

県内医療機関に就労している看護師が専門的知識と高度な技術を修得できる新たな認定看

護師教育課程の平成２９年度開設に向けて準備を行う。

③ 地域志向の看護力を備えた訪問看護師養成事業

地域包括ケアの中で力を発揮できる訪問看護師を育成する教育プログラムを開発するとと

もに、教育の実践のために平成２９年度に県立看護大に訪問看護ステーションを設置するた

めの準備を行う。

(2) 看護師等の県内定着促進事業

就職相談員を配置し、看護大学卒業生及び県内へのＵターンを希望する看護師等に対して、

県内就労を支援する。

2(2)人財育成プログラム
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○自治医科大学運営費負担金等（医療薬務課） １３４百万円
へき地医療従事者を確保するために、全国の都道府県が共同して設立した自治医科大学の運営

費に対する負担等を行う。

○宮崎大学「地域医療学講座」運営支援事業（医療薬務課） ４１百万円
本県の地域医療を担う医師の育成・確保を図る取組として、宮崎大学医学部の「地域医療・総

合診療医学講座」の運営を支援する。

【地域医療・総合診療医学講座の概要】

(1) 地域医療に関する教育、研究

(2) 地域総合医育成サテライトセンター（県立日南病院内）における総合医の育成等地域医療を

支える医師の育成

○医師修学資金貸与事業（医療薬務課） １０９百万円
医師不足が深刻なへき地や小児科等特定診療科での勤務を目指す医学生に対して修学資金を貸

与することにより、へき地病院や特定診療科に勤務する医師の安定的な育成・確保を図る。

(1) 対 象 者 大学医学部在学者

(2) 貸与金額 １００千円／月 ＋ ２８２千円（入学金）

(3) 貸与期間 最大６年間

(4) 募集定員 １６名（宮崎大学地域特別枠、長崎大学宮崎県枠含む）

(5) 返還免除 卒業後、県が指定する医療機関に貸与期間と同一期間勤務した場合、返還を免除

する。

○新在宅医療・介護連携ケアマネジメント推進事業（長寿介護課） ２百万円
高齢者の自立支援に繋がる適切な医療系サービスの提供が行われるよう、介護支援専門員の医

療との連携方策や市町村が実施するケアプランの点検を支援することにより、介護支援専門員の

ケアマネジメント力を強化し、介護給付費の適正化を図る。

(1) 在宅医療・介護連携推進事業（対象：介護支援専門員、介護サービス事業者）

① 在宅医療･介護連携推進研修会の開催

② ケアプラン適正化支援マニュアルの普及啓発及び活用促進

(2) ケアプラン点検支援事業（対象：市町村）

ケアプラン点検の研修会開催及び実地指導
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○緑の青年就業準備支援事業（森林経営課） ２１百万円
将来的に林業経営を担う有望な人材として期待される青年に対し、林業就業に必要な研修を

行うとともに、安心して研修に専念できるよう支援を行う。

(1) 研修事業

林業就業に必要な知識や技術を習得するための研修の実施

(2) 給付金事業

(1)の研修を受ける者に対する支援金の給付

(3) 推進事業

給付事務及び普及指導活動の実施

受 講 就 業

林業就業に必要な研修(年間1,200時間以上)

就 ①林業技術センター等における座学 林

業 ②林業事業体等における実地研修 業

希 へ

望 就

者 月額１２万５千円を給付 業

（条件：研修後１年以内に就業すること）

給付金

○改低コスト林業人材育成事業（森林経営課） ６百万円
森林経営計画の策定や森林施業の実行・監理等を行う森林施業プランナー、簡易で丈夫な森

林作業道作設技術を有するオペレーター及び作業効率の高い車両系作業システム技能者の育成

を支援する。

(1) 森林施業プランナー育成事業

研修企画委員会、育成研修会等の実施

・実施主体 宮崎県森林組合連合会（補助率 定額）

(2) 森林作業道作設オペレーター育成事業

現地研修会の実施

・実施主体 宮崎県造林素材生産事業協同組合連合会（補助率 定額）

(3) 車両系素材生産技能者育成事業

不整地運搬車運転技能講習の実施

・実施主体 （公社）宮崎県林業労働機械化センター（補助率 定額）

○改次世代の林業を担うリーダー養成事業（森林経営課） ７百万円
林業就業に必要な免許・資格等の取得研修に加え、低コストで効率的な森林施業技術に関す

る研修を実施することにより、本県の林業生産をリードする有望な人材を養成する。

(1) 林業架線作業主任者養成研修事業

林業架線作業主任者免許講習の実施

(2) 林業高度技術者養成研修事業

はい作業主任者技能講習、高性能林業機械実技講習、低コスト森林施業技術研修等の実施

・実施主体 （公社）宮崎県林業労働機械化センター（補助率 定額）
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○新森林の担い手一貫作業システム定着事業（森林経営課） １百万円
伐採後の確実な再造林を推進していくため、通年植栽が可能であるコンテナ苗の活用により、

伐採即再造林の一貫作業システムを構築し、植栽経費の低減と林業従事者の年間就業機会の拡

大を図る。

従来施業 2,500本/ha植え、伐採作業と植栽作業を独立して施業

実 証 架線集材、高性能林業機械による伐採→地拵→植栽

植栽密度2,000本/haの優良苗植栽

検 証 地拵、植栽作業等に係る歩掛調査

講習会 担い手への講習会開催

一貫施業 2,000本/ha植え、伐採作業と植栽作業を連動させ施業

⇓
一貫作業システムの構築による地拵、植栽経費の低減

・ 林業従事者の作業軽減、機械技術の向上

・ 作業分散化による林業従事者の確保育成

⇐

伐採作業 集材・地拵作業 植栽作業 講習会の開催

一貫作業システム

○未来を拓く！みやざき経営者養成塾（商工政策課） ６百万円
地域経済の活性化と雇用拡大の原動力である中小企業の若手経営者等を育成し、中小企業の

経営力の強化を図るとともに、地域において中核となるリーダーを創出するため、経営者養成

塾を開催する。

(1) 対象者（塾生）

県内中小企業の若手経営者、事業後継者等

(2) 事業内容

① 全体セミナー（１回開催)

塾生以外の若手経営者等も広く参加し、著名な経営者による基調講演を実施。

② 連続講座（７回開催)

県内外から著名な経営者を講師として招へいし、経営理念や経営課題をテーマとする講

義と合わせて、塾生同士のディスカッションを実施。

・実施主体 （一社）宮崎県商工会議所連合会（補助率 １０／１０以内）



- 46 -

2(2)人財育成プログラム

○新ものづくりを担う次世代「匠」育成支援モデル事業（産業振興課） ４百万円
ものづくり産業を支える次世代人材の育成を図るため、県内ものづくり企業の生きた現場を

教材にした実践的な現場体験など、県内ものづくり企業と学校教育が連携し、実務経験を組み

込んだ実践的な人材育成を図り、次世代を担う「匠」としての県内ものづくり企業への定着を

図る。

(1) 対象者

県内工業高校の生徒（次世代人材「匠」候補生）

(2) 事業内容

① ものづくり企業が長年にわたって培ってきた優れた技術力や先駆的な取組等の実践的な

ものづくり現場の匠の技を体感し、考察する「ものづくり企業現場体感塾」を開催する。

② 次世代人材とものづくり企業が協働で「ものづくり」を実践し、その成果等を「みやざ

きテクノフェア」で発表することで、ものづくりのおもしろさや難しさ、さらに、県内も

のづくり企業の技術力に対する理解度を深める。

現場体験 みやざきテクノフェア

○改ものづくり技能育成事業（労働政策課） ７百万円
技能者の不足が懸念されることから、質の高い技能者の確保と技能継承を図るため、技能士

を派遣し、小・中学生への技能体験の機会の提供と若手技能者への技術指導を行う。

(1) 匠の技ジュニア体験教室

小・中学校に技能士を派遣して技能を体験できる教室を開催し、児童・生徒が技能に触れ、

関心を持つ機会を提供する。

(2) ものづくり担い手育成・促進事業

高校や大学、企業等に熟練技能士を派遣して技術指導・短期的訓練を実施し、学生や在職

の若手技能者の技術・技能の向上を促進する。
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○就活アシスト！わかもの人財育成事業（労働政策課 地域雇用対策室）<再掲>
５７百万円

在職中も含めた若年者等に対する就職支援を強化し、職業観を持った人材の育成や適正なマ

ッチングへと繋げることにより、県内中小企業を支える人材づくりを推進する。

(1) ヤングＪＯＢサポートみやざき運営強化事業

キャリアアップ相談員を配置し、非正規雇用の若年者に対してキャリアアップ支援を実施

する。

(2) ヤングＪＯＢサポートみやざき施設管理事業

ヤングＪＯＢサポートみやざきとハローワークを併設し、一体的に若年者の就職支援を実

施する。

(3) 地域若者サポートステーション事業

国が設置する地域若者サポートステーションにおいて、臨床心理士による心理カウンセリ

ング等を行う。

(4) マッチング・定着支援事業

若年者に対する就職関連情報の提供やキャリア・カウンセリング、職場定着のためのセミ

ナー及びセミナー参加事業所等へのフォローアップを実施する。

○地域人づくり事業（労働政策課 地域雇用対策室） ６９６百万円
地域において、産業や社会情勢等の実情に応じた多様な「人づくり」により、若者や女性、

高齢者等の潜在力を引き出し、雇用の拡大を通じて「全員参加」を可能とする環境を整備する

とともに、賃金の上昇や家計所得の増大等、処遇改善に向けた取組を推進する。

(1) 雇用拡大プロセス

未就職卒業者や、結婚・出産による離職から再就職を希望する女性求職者等の失業者に対

して、地域の企業等で就業するために必要な知識・技術を習得させるための人材育成を行う。

また、人材を求める企業と求職者とのマッチングを行う合同説明会等の就職へ向けた支援

を行う。

(2) 処遇改善プロセス

非正規労働者の正社員化や販路拡大等の事業者の取組を支援することにより、在職者の賃

金引き上げ等の処遇改善を図る。
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○新宮崎成長産業人材育成事業（労働政策課 地域雇用対策室） １９７百万円
雇用の拡大など今後の成長が期待される一方で、人手不足が課題となっている産業分野にお

いて、公的職業訓練の枠組では対応できない地域の創意工夫による新たな人材育成の取組を通

じて、安定的な人材の確保を目指す。

(1) 事業内容

４つの産業分野（ＩＣＴ、農林漁業、フードビジネス、福祉・介護）において、「ＵＩＪ

ターン人材」や「非正規雇用者」、「女性」、「中高年齢者」などスキルレベルの異なる多様な

求職者のニーズに対応する、「新たな職域の創出（仕事づくり）」と｢各対象者の個別の状況

に配慮した多様な訓練プログラム（人づくり）」の開発を実施する。

① 協議会・分科会の設置運営

関係機関・団体の参加による協議会及び産業分野別の分科会を設置し、事業内容の協議

・調整と訓練プログラム開発、事業進捗を管理する。

② 仕事づくりの推進

新たな職域を創出するため、民間企業や大学と連携した職域モデルの検討や、テレワー

ク導入プログラムの開発に取り組むとともに、女性や中高年齢者等が働きやすい多様な職

域づくりに向けた普及啓発を実施する。

③ 人づくりの推進

県内企業等を対象に実施するニーズ調査の結果を踏まえ、各産業分野での多様な訓練プ

ログラムを開発し、企業で必要とされるスキルの育成を行い、求職者と地元企業のマッチ

ング効果を向上させる。
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○みやざき次世代農業総合研修拠点整備事業（地域農業推進課） ５０百万円
「守る農業から攻める農業」へ転換・発展するたくましい実践力を備えた農業者や技術者を

育成し、国際競争を勝ち抜ける産地構造改革を押し進めるため、魅力ある総合研修拠点を整備

し、本県の次世代農業を担うトップランナー等を育成する。

(1) 次世代型農場チャレンジファーム整備事業

農業大学校の実習用地において、先駆的農業経営実践者等との連携により大区画用地での

次世代型農業技術・経営の実証を行い、担い手農家や技術員、農大校生、農業高校生等に対

する最新技術や経営ノウハウ等の研修を実施するための総合研修拠点を整備する。

（次世代型果樹用ハウスの整備、水田の排水対策等に係る測量設計）

(2) 農業大学校における新たな教育の実施

農大校１年生を対象に、経営ノウハウ等を習得できる新たな教育カリキュラムとして、県

内の農業法人へのインターシップを行う。

○改がんばる新規就農者サポート事業（地域農業推進課） ８２９百万円
新たな就農希望者の掘り起こしや就農に係る各種就農支援事業の情報提供、関係機関等によ

るフォローアップ及び青年就農給付金事業の活用等により、就農準備のための研修から就農後

の定着までの一連の支援を行い、着実な新規就農者の確保を行う。

(1) 新たな担い手発掘促進事業

新規就農希望者の掘り起こしや各種の就農支援事業に係る情報提供等の実施

・実施主体 （公社）宮崎県農業振興公社（補助率 定額）

(2) 青年就農給付金事業

① 青年就農給付金（準備型）

就農に向けて研修を受ける者への給付金の給付（年間１５０万円を最長２年間給付）

・実施主体 （公社）宮崎県農業振興公社（補助率 国定額）

② 青年就農給付金（経営開始型）

経営開始直後の新規就農者への給付金の給付（年間最大１５０万円を最長５年間給付）

・実施主体 市町村（補助率 国定額）

・担い手農家 ・技術員（市町村・ＪＡ等）
・農大校学生 ・農業高校生 ・実践塾生

○耕作放棄地の増加 ○集落機能の低下
畜産飼料コントラクター 大規模露地野菜生産

高収益型露地果樹栽培 次世代施設園芸
みやざき次世代農業

総合研修

最新技術の営農を展開する先駆的農業経営実践者による経営・実証

担い手の減少・高齢化が加速

［今年度の実証・研修］
①最先端の大型機械
を活用した畜産飼料
コントラクター

（受託経営組織）

［今後の構想］
※本県の主力果樹
園芸品目の有望
候補の実証
※大規模、高収益
露地果樹が実践

次世代型農場チャレンジファーム ≪公募≫

・最新の農業技術
・企業的経営のﾉｳﾊｳ ・最新の品種・栽培技術

・最新の機械・ＩＣＴ技術等の
実証・実演

○農地中間管理事業の活用
○大区画農地をフル活用した大規模農業経営の確立

担い手への農地集積・集約化

○ＩＣＴを活用したハウス管理
〇大型機械導入による省力化

農業技術の進展

○大規模化・法人化 〇６次産業化

農業経営の多様化

○燃油・家畜飼料の高騰 〇地球温暖化
〇国際化の進展

農業経営環境の変化
先駆的農業経営実践者農業関連メーカー 総合農業試験場

協力

［今回の事業］
③測量設計（水田、飼料畑）

［今年度の実証・研修］
②畑地での大規模
露地野菜栽培

［今後の事業計画］
④水田の排水対策
⑤飼料畑の湿畑対策

［今回の事業］
⑥ＩＣＴ・ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料を
活用した次世代果樹
ハウス

［今後の構想］
※太陽光利用型植物
工場等

研
修

連携

農大校
実習用地
貸し付け
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○新全国農業担い手サミット推進対策事業（地域農業推進課） １５百万円
第１８回全国農業担い手サミットinみやざき（平成２７年１１月１０日～１１日）の開催を

通して、本県農業の特徴的な取組や多様な担い手の育成及び豊かな食文化について全国に発信

するとともに、パネルトークや全国の意欲ある農業者との交流を通して、本県農業者の意欲向

上と担い手育成に係る気運の醸成を図る。

(1) 全国農業担い手サミット実行委員会支援事業

全体会や各地域交流会の開催を支援

・実施主体 第１８回全国農業担い手サミットinみやざき実行委員会（補助率 定額）

(2) 全国農業担い手サミット運営推進事業

関係機関、団体等との連絡調整等の実施

○みやざき未来の漁業担い手確保育成対策事業（漁村振興課） ４百万円
漁業就業者の減少と高齢化が進む中、国の就業準備給付金制度と連携した漁業研修の充実や

研修終了後の適正なマッチング、並びに着業後も地域全体でフォローアップする体制を構築し、

意欲ある新規就業者の確保・育成・定着を図る。

(1) 漁業担い手確保事業

① 県漁業就業者確保育成センターにおける就業相談に対する支援

・実施主体 宮崎県漁業協同組合連合会（補助率 １／３）

② 漁業体験研修等の実施

(2) 漁村リーダー育成事業

漁業士等のスキルアップ及び活動支援

・実施主体 宮崎県漁業士会（補助率 １／３）

(3) 水産業改良普及高度化事業

就業者をサポートする水産業改良普及指導員の資質向上

○建設産業経営力強化支援事業（管理課）〈再掲〉 ２１８百万円
うち６月補正 ３０百万円

地域の経済と雇用を支える重要な産業である建設産業の健全な発展を図るため、建設業者が

取り組む新分野進出などの経営基盤の強化や、県建設業協会が実施する人材育成・確保の取組

を支援する。

(1) 経営相談窓口の設置

県内各地に経営相談窓口を設置し、建設業者が抱える経営上の課題に対応するとともに、

新分野に進出した建設業者等に対する指導・助言などのフォローアップを行い、事業の定着

化を支援する。

(2) 新分野進出支援

建設業に軸足を置きながら新分野進出に取り組む企業の初期経費の一部を補助する。さら

に、建設業者が共同で行う販売促進の事業を補助の対象とする。

・実施主体 建設業者（補助率 １／２）

(3) 建設人材育成・確保支援

高校生を対象とした出前講座の開催や建設業のイメージアップ等の取組について支援する。

・実施主体 宮崎県建設業協会（補助率 １／２）

(4) 県建設事業協同組合等への融資

県建設事業協同組合が実施する融資や共同購入事業、県測量設計事業協同組合が実施する

融資の資金原資について貸付を行う。
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○改自立への架け橋 宮崎県キャリア教育実践事業（学校政策課） １４百万円
本県のすべての子どもたちに、生きるためには何が必要なのか、「働く」ということはどう

いうことなのかを考えさせるとともに、自らの勤労観・職業観を形成させることにより、自

立した社会人、職業人の育成に取り組む。

(1) キャリア教育の学びを深める実践事業

① 児童・生徒の働くための基礎力を高める取組の推進

・外部講師によるライフプランを描く授業の実施

・外部講師による労働法に関する講習会の実施

② 体験的な学習活動の促進

・県立高校生が行うインターンシップの実践と外部講師の招へい

③ 教員に対するキャリア教育の研修支援

・教育事務所等が実施する研修や校内研修への教育研修センターによる支援

(2) キャリア教育の取組を広げる実践事業

① 産学官連携キャリア教育の推進

・県全体を担当するトータルコーディネータとパイロット地区を担当する地区コーディ

ネータの配置によるキャリア教育の推進

・パイロット地区における学校と家庭をつなぐ会議の開催や体験学習の実施

② 企業と連携したキャリア教育の進展

・企業関係者と教員による合同研修会の実施

・産学官代表による宮崎県キャリア教育推進会議の開催
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③ 誰もが生涯学び続けられる環境づくりと全員参加型社会の実現

○男女共同参画推進地域リーダー養成事業（生活・協働・男女参画課） １百万円
地域における男女共同参画社会づくりを推進するため、地域で普及啓発に取り組む行政職員

や実践活動を行うリーダーへの学習の場を提供するとともに、新たに地域で男女共同参画に取

り組む意欲のある人材の掘り起こしと養成を図る。

(1) 行政職員基礎研修

市町村の行政担当職員に対する研修を開催する。

(2) 新たな地域リーダー養成研修

新たに地域で男女共同参画社会づくりに取り組む意欲のある人に対する研修を開催し、「男

女共同参画地域推進員」の委嘱を行う。

○改一人ひとりが尊重されるみやざきづくり人権啓発推進事業（人権同和対策課）
２６百万円

県民の人権意識の高揚を図るため、県民運動の推進母体である宮崎県人権啓発推進協議会を

中心に、行政、企業、ＮＰＯ、各種団体等が一層の連携を図りながら、「一人ひとりが尊重さ

れ、誰もが持てる力を発揮し、生き生きと活躍できる社会」づくりに向けた様々な取組を推進

する。

(1) 集中啓発事業

８月の人権啓発強調月間及び１２月４日～１０日の人権週間において、新聞広告、街頭啓

発、チラシ・ポスターの配布、映画祭の開催など、様々な啓発活動を集中的に行う。

(2) 人権に関する作品募集

小中高校生から人権に関する作文、図画・ポスターを募集し優秀作品を表彰する。また、

作品をリーフレット等として作成し、県民に広く配布する。

(3) 「じんけんハートフルフェスタ」の開催

人権尊重の大切さについて、講演会や詩の朗読、音楽の演奏等を組み合わせ、理性と感性

の双方に訴えるイベントを開催する。

(4) メディアＰＲ事業

テレビやインターネット等の各種メディアを組み合わせた啓発広報を行う。

(5) 人権啓発パートナー強化事業

スポーツ組織等と連携し、発信力を活用した人権啓発活動を展開する。さらに、企業や大

学、ＮＰＯ等による、相互に連携・協働した取組を促進する。

2(2)人財育成プログラム
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○改県民総ぐるみ教育推進事業（生涯学習課）〈再掲〉 ５６百万円
県民一人一人の経験や、自らのニーズに基づいた学習を通して身に付けた知識・技能等を、

「学校支援」や「地域社会づくり」に生かすとともに、「学校支援ボランティア」への県民の

参加促進を図り、学校・家庭・地域や企業・市民団体等が一体となって取り組む「県民総ぐる

みによる教育の推進」のより一層の充実を図る。

(1) 地域の教育力を活性化する取組

地域住民等の参画による「学校支援地域本部事業」、「放課後子供教室推進事業」及び「地

域ぐるみの学校安全体制整備」を実施し、県民総ぐるみによる教育の充実を図る。

・実施主体 市町村（補助率 国１／３、県１／３）

(2) 「県民の学びを生かす」活動を推進する取組

教育支援活動の充実に向けた方策を検討するとともに、地域における教育ネットワークの

構築に向けた協議や地域人材の育成を図る。

① 地域教育ネットワーク会議

② コーディネーター等指導者研修会

③ 優れた教育支援に対する顕彰

④ アシスト企業登録促進

（補助率 県単・国１／３、県２／３）

学習支援
学校行事支援

部活動支援

あいさつ見守り活動

環境整備

読み聞かせ

家庭

学校

登校

放課後

下校

子どもの１日の生活

週末

アシスト企業 学校支援ボランティア

職場体験・職業講話

ＮＰＯ法人・市民団体等

あいさつ見守り活動

生涯にわたる県民一人一人の「学び」

「学び」によって身につけた「知識」「技能」「経験」

地域貢献 支援

生きがい信頼
やりがい

地域における教育
ネットワークの充実

学んだことを生かす場の
全県的な体制の整備

2(2)人財育成プログラム
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2(2)人財育成プログラム

○新県民の読書を支える図書館づくり事業
～日本一の読書県を目指した環境整備～ （生涯学習課） ４４百万円

県民の誰もがいつでもどこでも図書館を活用できるよう、新たな物流システムの構築を検討

するとともに、県民・地域の課題解決に向けた図書館の支援機能を強化し、さらに知の拠点と

して蔵書を充実させ、「日本一の読書県」を目指して全県的な読書環境の向上を図る。

(1) 県立図書館サービスアップ事業

① 県内図書館資料の流通機能を向上させるシステム構築のための調査研究を行う。

② 県内公立図書館等関係職員対象の研修によりその資質向上を図り、県民・地域の課題解

決を支援するレファレンス体制を整備する。

③ 日曜･祝日の閉館時刻を２時間延長(１７時→１９時)することにより、利用者の利便性

の向上を図る。

(2) 県立図書館資料重点整備

① 県全体の知の拠点としての資料を整備する。

② 調査研究・課題解決のための専門的な資料を充実させる。

③ 市町村立図書館等を支援するための資料を充実させる。

④ 環境学習の拠点としての資料を充実させる。


